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主な対策 各種審議会等における書きぶり
主な既存の支援措置
※【】内は、特筆なき場合、平成17年度予算（案）における
予算額を表す。

追加的財源が必要と考えられる背景 政策的支援の追加的必要額

2 高性能工業炉の導入促進

○　エネルギー消費が製造業分野の約４０％を占める産業用工
業炉と約２０％を占める産業用ボイラーについて、従来と比べて
大幅な省エネルギーが可能な高性能工業炉及び高性能ボイラー
の普及が進んでおり、今後ともこれら高効率機器の着実な普及を
図るべき。〈省エネ〉

・経済産業省：エネルギ－使用合理化事業者支援補助金
【203億円の内数】
・中小企業金融公庫：特定高性能エネルギー消費設備導
入等促進制度
・エネルギー需給構造改革投資促進税制【減収見込額：
250億円の内数（平成15年）】

【導入目標量】１９６０基【現状】２６１基

高性能工業炉の導入については、現在導入の初期段階
にあり、更なる導入促進を図るため引き続き経済的支援
を講じることが必要である。

（目標導入量ー現状導入量）×追加
的設置費用×補助率×国庫補助に
よる導入割合

4
日本経団連自主行動計画の着実な実施とフォロー
アップ

○　経団連自主行動計画については一定の成果を挙げていると
評価できるが、経団連自主行動計画の全体目標の達成のために
は、個別業界の目標達成のための着実な取組が必要。＜地＞

・経済産業省：エネルギ－使用合理化事業者支援補助金
【203億円の内数】
・エネルギー需給構造改革投資促進税制【減収見込額：
250億円の内数（平成15年）】

自主行動計画のフォローアップにおいては、１０業種につ
いて、「目標未達であり、改善傾向が明らかでないもの
の、十分な追加的な取組により目標達成が可能である」と
されており、自主行動計画の目標を達成するための追加
的な投資が必要であると考えられる。今後、これらを支援
するため、現行の各種支援措置を拡充し、追加的な財源
が必要となる。

(現行の補助額等）×（追加的投資
額）/（現行投資額）

6 複数事業者の連携による省エネルギー
○　コンビナートの産業集積地における工場排熱の複数主体間
での融通等、複数の主体が連携することにより更なる削減が可
能となる取組みを促進していくことが重要。＜産、エネ＞

・経済産業省：エネルギ－使用合理化事業者支援補助金
【203億円の内数】

個々の工場における取組に加え、廃熱などの余剰エネル
ギーを工場間で融通する等の取組により更なる削減が期
待される。今後複数事業者の連携による省エネルギーを
促進していくためには、その取組の開始段階において、
経済的支援を講じることが必要である。

事業実施に要する補助額等

追加的支援額 産業部門計
200～400億円/年
（担保されるCO2削減量：420
～660万t-CO2）

◆機器単位の対策

　追加的な経済的支援が必要と考えられる主な対策の例（暫定）

◆経済社会構造・都市構造の転換対策

◆工場等施設・主体単位の対策

産
業
部
門

※本資料は、京都議定書目標達成計画の実施にかかる費用の規模について、審議の参考に供するため、平成17年３月１日時点で得られている情報を基に、
環境省において一定の前提をおいて整理したものである。

参考資料４
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主な対策 各種審議会等における書きぶり
主な既存の支援措置
※【】内は、特筆なき場合、平成17年度予算（案）における
予算額を表す。

追加的財源が必要と考えられる背景 政策的支援の追加的必要額

7 トップランナー基準による自動車の燃費改善

○現行グリーン税制の効果の評価も踏まえ、燃費のより優れた
自動車の普及拡大が2010年までにさらに進むよう、自動車税制
に燃費の向上に資する制度を組み込んでいくなど、新たな施策を
検討することが適切。<地＞
○低公害車の普及を更に推進するために、自動車グリーン税制
や補助制度を初めとした各種優遇施策について更なる充実を図
ることが必要。＜交＞
○燃費性能に関する公表や車体表示（燃費識別ステッカー）制度
の創設＜交＞

・ 燃費トップランナー基準＋５％達成車を購入した場合、自
動車税については25％（平成17年度排出ガス基準50％低
減車）又は50％（平成17年度排出ガス基準75％低減車）を
軽減、自動車取得税については課税対象となる自動車取
得価額から20万円（平成１７年度排出ガス基準50％低減
車）又は30万円（平成17年度排出ガス基準75％低減車）を
控除。
　【平成16年度税制改正（自動車税）における減収見込額：
335億円（平成17年度、18年度減収見込額）】

規制が一定の効果を発揮しており、今後も、対象拡大に
より、より一層の削減効果が見込まれる。現在行われて
いるトップランナー基準を一定以上超えた燃費性能を持っ
た自動車を対象としたグリーン税制の評価を踏まえ、燃
費の選りすぐれた自動車のユーザーによる選択や、自動
車のメーカーの燃費向上の取組へのインセンティブ効果
の大きい現行の税制優遇措置を維持／発展させることを
検討することが適当。

9 クリーンエネルギー自動車の普及促進

○現行グリーン税制の効果の評価も踏まえ、燃費のより優れた
自動車の普及拡大が2010年までにさらに進むよう、自動車税制
に燃費の向上に資する制度を組み込んでいくなど、新たな施策を
検討することが適切。<地＞

・クリーンエネルギー自動車等導入促進事業（国）
　　クリーンエネルギー自動車の導入：通常車両との差額
の１／２

・低公害（代エネ・省エネ）車普及事業（環）
　　車両：通常車両との価格差または改造費用の１／２

【目標】262万台（2010年）【現状】17万２千台（2003年度
末）
クリーンエネルギー自動車は、着実に普及量を伸ばして
いるものの、目標普及量を達成するには相当の努力が必
要である。また、最も経済性の高いハイブリッド車でも、コ
スト回収できるのは一定程度以上の走行距離分の運転
を行ったときであり、情報提供や普及啓発の強化だけで
は目標普及量の達成は困難である。このため、現在の補
助、税制優遇制度を強化する必要がある。

13 交通システムに係る省エネルギー対策

○モーダルシフト・物流の効率化については、荷主と物流事業者
が総合に協力して排出削減を実施していく取組が重要。グリーン
物流パートナーシップ会議を通じて荷主企業と物流事業者の連
携を推進し、複数荷主による大規模なモーダルシフトや流通業務
の包括的受注による燃費効率の改善などの先進的なモデル事
業を実施していくことが必要。＜地＞
○物流の効率化に関する計画を策定した事業者に対して、必要
な支援を講じる制度を整備することが適当。＜地＞
○貨物駅の効率化、変電設備の改良、鉄道車両の省エネ化・更
新の支援を引き続き行うことが適当。＜地＞
○グリーン経営認証制度については、荷主企業との連係対策の
強化により認証取得事業者がより選択されるよう制度の浸透を
図るとともに、海運、倉庫業等への拡大に努めることが重要。＜
交＞
○ＬＲＴの整備やバスの活性化等の公共交通機関の利用促進、
道路整備・交通規制等の交通流の円滑化対策等の分野におけ
る支援策を集中的に講じるなど、地域の意欲ある具体の取組
（トップランナー）に対する連携施策を強化することが必要。＜社
＞
○ＬＲＴの導入やＴＤＭ等の本格的な実施を促進するための連携
対策・施策によって、公共交通機関の利便性向上を図ることによ
り、街作りと連係した環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）を目指すこ
とが必要。＜交＞
○荷主事業者側で物流の効率化への取組が進んでいる中、運
輸事業者と相互に連携し、積載効率の向上やモーダルシフトなど
により大きな削減効果が期待される。＜産＞

○公共交通移動円滑化設備整備費補助
(110百万円)
○鉄道駅総合改善事業費補助（都市一体型）
（2,142百万円)
○新幹線鉄道整備事業費補助
（70,600百万円)
○幹線鉄道等活性化事業費補助（高速化・旅客線化・乗継
円滑化）   （939百万円)
○鉄道駅総合改善事業費補助（移動円滑化）
（1,946百万円) 等

地方を中心に公共交通機関の利用減少が進みその経営
が厳しい中でモーダルシフト、公共交通機関の利用促進
等を進めていくためには、相当の追加的な財源が必要と
なる。
既存の事業例）貨物駅の効率化のための改修（門司貨物
拠点整備事業）
　　　　・総工事費用：65億円
　　　  ・国からの補助：30％（20億円）
　　　　・北九州市からの補助：20％（13億円）
　　　　・CO２削減量：4万CO2㌧／年 （JR貨物推計）

＜参考＞
LRT（Light Rail Transit）の事業費推計の例
　関東地区のある都市における検討では、当初計画区間
の建設費は約250億円と試算され、需要を最大限確保す
る努力を行うことで、単年度の運賃収入が人件費・運行
経費を上回るが、初期投資の償還については困難とされ
る。このため、普及を図るためには財政的な支援が必
要。

現段階では対策・施策の詳細が明ら
かになっておらず、対策全体につい
ての試算は困難であるが、仮に今後
５つの貨物駅を改修したとして試算。

追加的支援額 運輸部門計
800～1,100億円/年
(担保されるCO2削減量：490
万t-CO2)

①全クリーンエネルギー自動車に対
する自動車税の優遇（強化）等
②全ＣＮＧ車に対する導入補助金の
拡充
（トップランナー基準による自動車の
燃費改善については、前提となる数
値がまだ明らかになっていないた
め、計算していない。）

　交通システムに係る省エネルギー対策

◆自動車単体・燃料の対策

運
輸
部
門

◆経済社会構造・都市構造の転換対策
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追加的財源が必要と考えられる背景 政策的支援の追加的必要額

21
BEMSの普及促進
（建築物のエネルギー管理の強化）

○　BEMS、ESCO事業等については、従来からの支援策や、公
的部門における率先的な導入により、普及拡大を図ることが必
要。＜地＞
○　政府、地方自治体等の公的部門も、ＥＳＣＯ事業の導入など
率先的な取組みを積極的に行っていくことが重要。＜産＞
○　ESCO事業やBEMSの活用を促進するための支援策を講じて
いくことが重要。＜産＞

【導入目標量】ビルエネルギーマネジメントシステム（ＢＥ
ＭＳ）については、2010年に業務用床面積全体の約30％
に導入することが想定されている。

・投資回収年数が比較的長いことから、普及を図るため
には、既築建築物への導入の場合を中心として、既存の
補助制度の一層の拡大が必要。
・BEMS導入による省エネ効果は、10％程度とされる。

2006～2010年までに必要な普及量
の導入に対し１／３の補助を行うと想
定。（なお、エネルギー管理の徹底の
対象となる大型物件は計算対象から
除く。）

22 建築物の省エネ性能の向上

○　省エネ性能の高い建築物に対する税制等の誘導措置の拡
充＜地＞
○　省エネリフォームのようなストック対策を行っていくことが効果
的＜社＞

23 エネルギー管理の徹底
○例えばエネルギー管理担当者を配置するなどエネルギー管理
のための体制を整備し、その上でESCO事業やBEMSの導入など
で具体的な行動を取ることが重要。＜産＞

追加的支援額 業務部門計
400～1,100億円/年
(担保されるCO2削減量：330
～670万t-CO2)

業
務
そ
の
他
部
門

◆工場等施設・主体単位の対策

・NEDO：住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進
事業費補助金【186億円の内数】
・経済産業省：地域省エネルギー普及促進対策事業【10億
円の内数】
・日本政策投資銀行：建築物省エネルギー推進事業
（ESCO等）、エコビル整備事業

建築物の省エネ改修を進める必要があるが、一般に投資
回収年数が長いことから、ESCO事業等を通じた経済的
支援の拡大が必要。
・2003年度において、ESCO事業のおよそ半数（金額ベー
ス）が補助制度の対象と推計される。
・ESCO事業は急速な市場拡大を遂げており、潜在的工
事投資規模は、約２兆4,700億円と推定されている。（（財）
省エネルギーセンター報告書（1997））
・顧客倒産に備えた信用保証制度の整備が事業者によっ
て要望されている。
・ESCO事業による省エネルギー効果は平均で10％程度
とされる。

230～690万t-CO2程度をESCO事業
により削減し、その15～35％の事業
に対し、初期投資額の1/3相当を補
助すると想定。
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24 トップランナー基準による機器の効率改善

○一定水準以上の高い省エネ性能を有する製品への買換えに
対する経済的なインセンティブの付与の検討＜地＞
○省エネ型製品の低コスト化、一層の省エネ化のための技術開
発に対する支援＜地＞
○リース方式等新しいビジネスモデルの開発に対する支援（2005
年度から家電リース会社設立への低利融資＜日本政策投資銀
行において検討中＞※2005.3.2省エネ部会発言より）

・日本政策投資銀行：民生部門省エネルギー推進事業

・エアーコンディショナー、ビデオテープレコーダー、テレビ
ジョン受信機について、トップランナー基準の強化が検討
されている。

・省エネ性能の高い機器は、従来型機器より相当割合高
額であるため、トップランナー基準を引き上げた場合、そ
れに応じた経済的支援を行うことが適当。

①廃棄時の負担の軽減
②現行の低利融資の拡充及びその
利子補給、もしくは、高効率家電を家
庭にリースする会社の設立等への低
利融資及びその利子補給

27 高効率給湯器の普及

○　二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器や潜熱回収型給湯器等
の高効率給湯器については、大量の需要を創出して、さらに普及
を加速するため、機器メーカー、電力会社・ガス会社によるリース
や、住宅メーカー、マンション販売業者、工務店等の関連業界に
対して、新築住宅への標準的導入を働きかけるといった導入促
進策の強化を含め、引き続き普及拡大を図ることが必要である。
また、太陽光発電・省エネ性能の高い住宅と高効率給湯器の
パッケージでの導入に対する補助と導入者による情報発信の
ネットワーク作りを行う。＜地＞

・ NEDO：住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促
進事業費補助金 【186億円の内数】

【導入目標量】2010年において800万台【現状】約24万台

・従来型機器との価格差があることから購入の際の補助
措置が講じられている。全世帯の約２割に普及という高い
目標を達成するためには、今後ある程度の価格低下を見
込んでも、技術開発による小型化の他、補助対象数の拡
大が必要。

波及効果（補助を受けずに導入され
る台数）を、平成17年度予算及び
2010年における目標導入台数から
推計して、補助台数の1.71倍と見込
み、補助額を定額５万円/台と想定し
て算出

31 住宅の省エネ性能の向上
○　省エネ性能の高い住宅に対する低利融資、税制等の誘導措
置の拡充＜地＞

・ NEDO：住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促
進事業費補助金 【186億円の内数】
・ 国土交通省:環境共生住宅市街地モデル事業（50戸以上
の住宅用市街地整備費を補助）
・ 住宅金融公庫：（省エネルギー配慮住宅への基準金利適
用、環境共生住宅割増融資制度 ）

新築住宅・既設住宅ともに、省エネ性能の向上のために
は購入時・改修時において追加的支出が必要となり、そ
の投資回収には長期間を要することから、税制優遇措置
等を検討することが適当.

①新築・既築ともに10％の所得税控
除
②新築住宅について10％の所得税
控除、既築住宅について改修費用の
１／３補助

追加的支援額 家庭部門計
800～1200億円/年
（担保されるCO2削減量：630
～980万t-CO2）

33
新エネルギー対策の推進（バイオマス熱利用・太陽
光発電等の利用拡大）

○導入に対する助成措置、グリーン調達＜地＞
○電力会社による余剰電力購入メニュー継続＜地＞
○価格低下に資する技術開発、供給ルートづくりを行うメーカー
への支援＜地＞
○公的部門を中心とした波及効果の大きい取組の推進＜地＞
○ＲＰＳ方の円滑な実施＜産、エネ＞
○太陽光発電を始めとする技術開発の加速化＜産＞
○風力発電の系統連系対策・立地規制調整等の現行施策の補
強・拡充＜産、エネ＞
○バイオマスタウン構想推進によるバイオマス熱利用の促進＜
エネ＞
○自治体による新エネルギー導入の総合的計画策定、実施、評
価の推進＜産、エネ＞

・ 経済産業省：地域新エネルギー導入促進対策費補助金
【76億円】
・ 経済産業省：新エネルギー事業者支援対策費補助金
【345億円】
・ 経済産業省：太陽光発電新技術等フィールドテスト事業
【92億円】
・ 融資（政投銀、中小公庫、国民公庫）等

【目標】太陽光発電　482万ｋW、風力　300万ｋW、廃棄物
発電＋バイオマス発電　450万kW等
【現状】太陽光発電　15.6万ｋW、風力　18.9万ｋW、廃棄物
発電＋バイオマス発電　174.6万kW等
未だ割高であり自立的に普及する段階にはないことか
ら、RPS法の適切な運用及び見直しに加え、相当規模の
経済的支援が必要である。また、風力発電の拡大のため
には系統連系対策に関する技術的経済的問題の解決が
重要である。さらに、通常の送電系統から自立した新エネ
ルギー電気の利用を可能とするマイクログリッド技術の普
及を進める必要がある。加えて、グリーン電力証書制度
等の活用の拡大を図る必要がある。

34 コジェネレーション・燃料電池の導入促進等

○マイクロガスタービン、小型ガスエンジン、燃料電池の導入に
対する支援に加え、燃料電池の開発、高効率化などの技術開発
に対する支援を講じることが適当＜地＞
○普及を促進するための政策的措置＜エネ＞

・国土交通省：燃料電池等の新エネルギーの住宅への導
入のための技術開発の推進【2.6億円】
・経済産業省：定置用燃料電池大規模実証【25.3億円】
・経済産業省：石油ガスコジェネ導入促進事業【2.4億円】

【目標】天然ガスコジェネ　498万kW、燃料電池220万ｋW
  燃料電池の普及を進めるためには、耐久期間、価格な
どに関し相当の技術開発が必要であるとともに、初期需
要の創出のための補助等の経済的支援の拡大や、公的
機関による率先導入等が必要である。

約500億～1,000億/年（新エネルギー
発電関係及びバイオマス由来燃料
のみ）。
目標導入量を達成するために必要な
補助金額を既存の補助率から推定。
発電関係については、設備投資単価
×設備整備量×補助率（１／３等）。

（担保されるCO2削減量：510万～
870万t-CO2）

◆工場等施設・主体単位の対策

◆機器単位の対策

エ
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ル
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転
換
部
門

家
庭
部
門

◆経済社会構造・都市構造の転換対策
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主な対策 各種審議会等における書きぶり
主な既存の支援措置
※【】内は、特筆なき場合、平成17年度予算（案）における
予算額を表す。

追加的財源が必要と考えられる背景 政策的支援の追加的必要額
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37 代替物質等の開発等及び代替製品の利用の促進

＜断熱材のノンフロン化＞
○建物・住宅の省エネルギー化の推進メニューとセットにしたノン
フロン断熱材の利用促進。例えば補助金等の要件として、断熱
材を使用する場合はノンフロン断熱材に限ることの明記等。＜地
＞
○公共建築工事において断熱材を使用する場合は、ノンフロン断
熱材の使用を積極的に推進。＜地＞

＜SF6フリーマグネシウム＞
○マグネシウム需要急増に伴い増加する分のSF6排出量を抑制
するため、SF6を用いないマグネシウム合金技術の開発・普及の
対策を講じることが適当である。＜地＞

＜断熱材のノンフロン化＞
地域地球温暖化防止支援事業費補助金【約2.5億円の内
数（平成16年度：約1.0億円の内数、断熱材のノンフロン化
については、8千万円。）】

＜SF6フリーマグネシウム＞
・NEDO：ＳＦ６フリー高機能発現マグネシウム合金組織制
御技術研究開発プロジェクト【2.7億円（平成16年度から平
成18年度）】

省エネを伴わない純然たる代替フロン等３ガス対策に対
しては、石油特会は使えない。

＜断熱材のノンフロン化＞
超臨界・亜臨界CO2方式による現場発泡吹き付けウレタ
ンフォームの場合、超臨界CO2装置を発泡機に付加する
ことが必要であり、超臨界CO2装置導入に対するウレタン
断熱工事業者への補助を行うことが必要。また、工場発
泡の断熱材についても、工場の防爆設備の導入が必要。

＜SF6フリーマグネシウム＞
鋳造分野については、次の設備投資等に対して支援ニー
ズがある。
①　SF6代替ガスの導入に当たって必要な新規設備
　　・蒸発器（現在導入が検討されている代替ガスの気化
温度が室温より高いため、加熱が必要）
　　・混合器（代替ガスと希釈用CO2ガス、乾燥空気）
　　・流量計（ガスの流量を厳密に管理）
　　・配管
②　SF6ガスを使用しない鋳造機の開発と普及
③　SF6代替ガスの導入のための実用化試験に関する研
究開発支援＜化＞

約２～３億円/年
＜断熱材のノンフロン化＞超臨界
CO2装置の導入に必要な費用
＜SF6フリーマグネシウム＞鋳造分
野における設備導入費用

（担保されるCO2削減量：510～530
万t-CO2）
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39 森林整備・保全

○　現状程度の森林整備水準では吸収量は上限値を大幅に下
回るおそれがあることから、森林・林業基本計画に示された森林
の有する多面的機能の発揮の目標と、林産物の供給及び利用
の目標どおりに計画を達成するため、関連の対策の強化が必
要。
* 健全な森林の整備については、森林所有者がまとまって作業
を行う団地的な取組の強化等による効率的な間伐の推進、長伐
期・複層林への誘導、間伐材の利用促進等により、間伐が遅れ
ている森林の解消を図る。この他、計画的に造林未済地を解消
するための対策、緑の雇用対策による担い手の確保・育成等を
推進。
* 木材・木質バイオマス利用については、国内外における持続可
能な森林経営の推進や化石燃料の抑制に寄与するよう、その利
用を推進する。具体的には、川上から川下まで連携した流通・加
工や住宅供給など地域材利用、低質材・木質バイオマス利用、地
域材実需に結びつく購買層の拡大を図るなどの消費者対策、情
報化等を通じた消費者ニーズに対応できる生産流通体制の整
備、グリーン購入法による間伐材の利用の促進等を推進。＜地
＞

・ 平成17年度地球温暖化対策推進大綱関係予算（案）に
登録されている林野庁の予算のうち、温室効果ガスの削
減・吸収に直接的に効果があるものと分類される額：1,535
億円

・平成10年度から平成14年度の森林整備水準で今後も
推移した場合には、確保できる吸収量は3.1％になると見
込まれている。また、経済対策として補正予算が措置され
ていた平成10年度から平成14年度と比べて、平成16年度
の予算規模が縮小していることから、この水準で今後推
移した場合には、3.1％を更に下回るものと見込まれる（予
算規模等から推計すると2.6％程度となる見込み。）＜林
＞
・3.9％（約1300万t-C）の目標達成に向けて、追加的財源
が国費分1200億円/年、地方負担分500億円必要。＜林
＞

約1,700億円/年
京都議定書の３条４項に規定される
適切な森林経営のための費用（林野
庁による試算）

（担保されるＣＯ２吸収量：1600万t-
CO2)
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40 京都メカニズムの活用

○　1.6％分のクレジットを確保するためには「CDM/JI設備補助方
式」と並行して、我が国において、も「政府によるクレジット調達制
度」を可能な限りの早期、すなわち2006年度から導、入すること
が不可欠であり、その旨を京都議定書目標達成計画に掲げて計
画的に取組を進めていくことが必要。その際、１億t-CO2のクレ
ジットを確実に取得するためには、CDM/JIプロジェクトのリスクを
踏まえ、一定の余裕を見込んでおくことが必要。＜地＞
○　政府一体となって、必要な量のクレジットを取得するための制
度を確実に整備し、計画的にクレジットを取得していくべき。＜地
＞
○　政府が、京都メカニズムを活用する上で必要な予算面での対
応のあり方について、早急に政府部内で検討を行うべき。＜産＞

・経済産業省・環境省：ＣＤＭ/JI設備補助事業【57億円】

現段階では、１．６％分（１億ＣＯ２㌧）のクレジットを政府
が確保する見通しが立っていないため、現行のＣＤＭ/JI
設備補助方式に加え、日本政府専用のクレジット取得基
金を設置すると行った政府によるクレジット調達制度を可
能な限り早期に導入し、効果的・効率的にクレジットを取
得する必要がある。

約30億～90億円/年
（１億tＣＯ２を獲得するために必要な
費用から、既存予算分を差し引いて
試算。クレジット価格は666円～1200
円と仮定）

(担保されるCO2削減量：630～1240
万t-CO2))
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主な対策 各種審議会等における書きぶり
主な既存の支援措置
※【】内は、特筆なき場合、平成17年度予算（案）における
予算額を表す。

追加的財源が必要と考えられる背景 政策的支援の追加的必要額

地域冷暖房

脱温暖化社会の構築を図るためには、個々の主体による個別の
機器・設備・施設ごとの努力を超えて、経済システム、交通システ
ム、都市構造まで踏み込んで、複数の主体の幅広い参加による
複合的・システム的に連携した対応を図る必要がある。＜地＞

・エネルギー需給構造改革投資促進税制
・固定資産税の課税標準の特例【減収見込み額：1,202百
万円（平成15年度）】
・事業所税の非課税
・日本政策投資銀行の融資【昭和48～平成15年度　総融資
額：928億円　総融資件数：115件】
・民活法特定施設関連融資
・新エネルギー事業者支援対策費補助金【約323億円の内
数】
・エネルギー使用合理化事業者支援事業【約180億円の内
数】
・都市再生総合整備事業

・ 初期投資に多額の費用が必要。近年、特に景気の低
迷で多額の初期投資がかかることが導入を難しくしてい
る。
例）地域配管の費用をこれまで以上の対策をとらない場
合、地域冷暖房システムは2010年までに10地区にしか導
入が見込まれないが、これらについて概算すると、地域冷
暖房システムの導入のために付加的にかかる地域配管
の費用は、約180～300億円
･地域冷暖房は徐々に整備が進み、完成時に省エネル
ギー性、環境性、経済性等の能力をフルに発揮するの
で、その間の経済的支援が必要である。
･未利用エネルギーやコージェネレーションを活用するシ
ステムは省エネルギー性、環境性等に優れているが、経
済性が課題となっている。既成市街地で建物や設便更新
に合わせて地域冷暖房システムを広げていくことを促進
するための新たな経済的支援が必要である。
・既存地域冷暖房の熱源設備更新時にCO2削減に寄与
する設備への更新を促進する新たな経済的支援が必要
である。
・地域冷暖房の導入が望ましい地域の建物に冷暖房給
湯にセントラル方式を導入することを促進するための新た
な経済的支援が必要である。

－

地球温暖化に関する環境教育の推進

普及啓発等は、政府において、更に強化して取り組むべき必須
の課題。
地球温暖化対策の確実な実施のためには、政府が責任をもって
十分な予算的裏付けの下で、大々的な知識の普及、国民運動の
展開のリーダーシップを取らなければならない。特に、地球温暖
化対策は、国民一人ひとりの取組なしには解決しえない課題であ
ることから、抜本的かつ集中的な広報活動が必要。
教育を通じた普及啓発を効果的に実施していくため、地球温暖化
問題に関する学習教材の作成・配布、講師派遣等の体制整備が
必要。＜地＞

地球温暖化防止大規模「国民運動」推進事業【30億円】

普及啓発等は、政府において、更に強化して取り組むべ
き必須の課題。地球温暖化対策の確実な実施のために
は、政府が責任をもって十分な予算的裏付けの下で、
大々的な知識の普及、国民運動の展開のリーダーシップ
を取らなければならない

-

（凡例）

＜林＞・・・林政審議会『地球温暖化対策における森林吸収源対

＜地＞・・・中央環境審議会地球環境部会第１次答申(2005.2.28)

中長期的・基盤的対策等
◆都市構造の転換

－

＜地＞・・・中央環境審議会地球環境部会第１次答申

＜産＞・・・産業構造審議会環境部会地球環境小委員会『今後の地球温暖化対策について　京都議定書目標達成計画の策定にむけたとりまとめ（案）』(2005.3.1)

＜エネ＞・・・総合資源エネルギー調査会需給部会中間取りまとめ
＜社＞・・・社会資本整備審議会環境部会中間取りまとめ
＜交＞・・・交通政策審議会交通体系分科会環境部会中間取りまとめ
＜省エネ＞・・・省エネルギー対策の抜本強化（平成16年11月９日省エネ部会資料３－２）

＜化＞・・・産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


